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令和 6年度事業計画 

一般社団法人 

警備員特別講習事業センター 

 

第１ 特別講習事業の推進 

  １ 令和 6年度特別講習実施計画 

   (1) 本講習実施回数  349回 

 

 

 

 

 

 

   (2) 本講習受講者数  17,867名 

 

 

 

 

 

 

   (3) 再講習実施回数  200回 

 

 

 

 

 

 

   (4) 再講習受講者数  2,384名 

 

 

 

 

 

 

  ２ 特別講習の適正かつ円滑な実施を図るため、全国警備業協会及び都道府県警備

業協会との緊密な連携に努める。 

  ３ 受講者の拡充を図るため、特別講習の適正な実施基準を引き続き検討する。 

 施設 雑踏 交通 核燃料 貴重品 計 

1級 18 13 7 1 2 41 

2級 81 48 146 1 32 308 

計 99 61 153 2 34 349 

 施設 雑踏 交通 核燃料 貴重品 計 

1級 817 470 175 30 100 1,592 

2級 4,115 2,380 8,350 30 1,400 16,275 

計 4,932 2,850 8,525 60 1,500 17,867 

 施設 雑踏 交通 核燃料 貴重品 計 

1級 7 4 2 1 0 14 

2級 48 28 95 1 14 186 

計 55 32 97 2 14 200 

 施設 雑踏 交通 核燃料 貴重品 計 

1級 74 46 15 5 0 140 

2級 521 268 1,305 5 145 2,244 

計 595 314 1,320 10 145 2,384 
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  ４ 受講者の知識及び技能の向上を図るため、講師の養成及び指導能力の向上に資

する講師等研修会を開催する。 

  ５ 特別講習の実施方法及び結果を検証し、より効果的な講習の実施に努める。 

  ６ 受講者減少に伴う特別講習事業収入の減収に対応するため、内部規程等の抜本

的な見直しを引き続き検討する。 

  ７ デジタル技術を活用した特別講習の枠組みについて調査検討する。 

  ８ より実践的な特別講習となるよう、実技内容の見直しを検討する。 

  ９ ホームページ等を通じて積極的な広報活動を推進する。 

 

第２ 会議の開催 

  １ 定時社員総会を令和 6年 6月に開催し、事業計画、収支予算並びに令和 5年度

事業報告及び収支決算、その他重要事項を審議する。 

  ２ 臨時社員総会を必要の都度開催する。 

  ３ 理事会を 4回以上開催する。 

  ４ 考査部会を 2回開催する。 

  ５ 特別講習デジタル化等委員会を必要の都度開催する。 

 

第３ 各種研修会の開催 

  １ 新任考査員研修会を 1回開催する。 

  ２ 現任考査員研修会を 2回開催する。 

  ３ 施設警備業務講師等候補者研修会を 1回開催する。 

  ４ 交通誘導警備業務講師等候補者研修会を 1回開催する。 

  ５ 雑踏警備業務講師等候補者研修会を 1回開催する。 

  ６ 貴重品運搬警備業務講師等候補者研修会を 1回開催する。 

  ７ 雑踏警備業務 2級講師等研修会を 2回開催する。 

  ８ 交通誘導警備業務講師等研修会を 8回開催する。 

  ９ 特別講習担当者研修会を必要の都度開催する。 

 

第４ 関係省庁との連携 

   特別講習事業の適正かつ円滑な実施を図るため、関係省庁との緊密な連携に努め 

る。 

 

第５ 全国警備業協会への委託 

  １ 講師等研修会規程に基づく各種研修会の実施を委託する。 

  ２ 特別講習の実施に必要な教材等の企画、開発を委託する。 

  ３ 特別講習の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて技術研究専門部員の

派遣を要請する。 
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第６ 都道府県警備業協会への委託 

   特別講習事務の一部（受講者のとりまとめ、会場の確保、講師の手配等）を委託 

する。 

 

第７ 受託事業 

   関東管区警察学校からの委託を受け、各都道府県警察本部で行う検定の実技試験

員を養成するための研修を行う。 

 


